
（別紙１） 

 

寛永行幸４００年記念「二条城まつり２０２６」に係る仕様書 

 

１ 契約期間  契約の日から令和８年１２月３１日（木）まで 

 

２ 実施場所  元離宮二条城 

 

３ 実施期間  令和８年１０月２３日（金）から令和８年１２月６日（日）まで 

※事業実施時間は、上記期間中の午前８時４５分から午後５時までと

する。 

※期間の変更については、本市と協議のうえ決定すること。 

 

４ 事業経費  事業実施の経費として、委託料を支払う。 

        委託料上限額４，０００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

５ 委託業務 

（１）期間中のイベント等の企画及び実施 

二条城の本質的価値や京都の歴史・文化を感じられ、集客力や話題性とともに、

再来城にもつながる企画を提案・実施すること。 

ただし、以下ア～エに該当する企画を各１件以上（重複可）、合計４件以上提案

すること。 

ア 全期間を通して開催する企画 

イ 香雲亭又はレクチャールーム等の城内屋内施設で実施する企画 

ウ 学生が主体となって実施する企画  

エ ２０２６年が「寛永行幸」（後水尾天皇が徳川秀忠・家光の招きに応じて二条

城に行幸した歴史的事件）から４００年の節目の年に当たることを記念し、来城

者が寛永行幸自体や、立花、和歌、香道、蹴鞠や能に関するものなど日本の伝統

文化に関心を持つきっかけとなるような企画 

 

 ※期間中の各週末・祝日に賑わいを創出する提案内容とすること。また、イベント

全般にわたって英語対応に努めること。 

※企画ごとに主たるターゲットに合わせた効果的な集客の手法や目標人数といっ

た具体の計画を明記すること。 

※受託決定後の本市との協議の結果、本市が指定する内容への修正や差替えを指示

する場合がある。 

  ※有料の企画を実施し、参加者から徴収した収益を事業実施費用に充当してもよい。 

 

（２）広報業務 

ア 制作する印刷物 

（ア）別紙２に記載の広報物を令和８年９月中までに制作（印刷、配送、その他費

用負担を含む。）し、受託決定後に提供する本市指定先約４００箇所へ配布す

ること。また、配送が完了したことが分かるよう、日時、数量、経路等を記載

した完了届を提出すること。配送等の漏れが発生した場合は、本市に報告のう

え、受託者が速やかに対応すること。 

  （イ）英語版のチラシ作成については、翻訳も含めて行うこと。 

（ウ）広報用印刷物については、広告掲載等により広告料を獲得し、本事業の充実



 

を図ることを認める。なお、広告の相手方、内容は、京都市広告掲載基準によ

ること。 

イ その他 

（ア）二条城まつり実施期間中に、二条城内で開催されるイベントについて、本市

から提供する情報に基づき、本事業と併せて広報を実施すること。 

（イ）上記以外に、ＳＮＳやマスメディア等を活用した独自の広報及び独自の配送

先についても提案し、実施すること。 

 

６ その他、本市が必要と認める事項 

（１）実施に当たっては、国宝を含む文化財建造物を多数有している二条城の特性を十

分理解し、別添の注意事項及び「史跡旧二条離宮（二条城）保存活用計画」の内容

を踏まえて行うこと。また、京都の文化や二条城の歴史的価値を感じられる内容と

すること。 

（２）企画は原則、二条城開城時間中（午前８時４５分～午後５時）に実施することと

し、日時、場所、料金（有料の場合）等については本市と協議のうえ決定すること。 

（３）実施に当たっては、閉城時間（午後５時）までに来城者が退城できるよう配慮す

ること。 

（４）企画に必要な機材等は、受託者で準備・設置すること（物品調達を含む）。 

設置に当たっては、本市と事前に協議を重ね、文化的価値を損なわないよう厳重な

養生を行い、文化庁の許可が得られる内容にするとともに、城内の営業店舗、実施

工事、その他イベント等に配慮すること。 

（５）企画の運営に必要な人員は、受託者において手配・配置すること。 

（６）有料企画の実施に当たっては、事前に収支に係る内訳等を本市に提出すること。 

（７）各種企画の実施及び広報に当たっては、本市と協議すること。また、本市の指示

に従うこと。 

（８）各種企画を実施するに当たり、万一の事故等に備え、イベント保険に加入するこ

と。 

（９）受託者は、本市と協議のうえ、イベント収入、協賛、寄付等により収入確保を図

り、本事業の内容を充実させること。また、当該収入がある場合には速やかに本市

に報告するとともに、使途や収支等を明らかにすること。 

（10）受託者は、事業実施に当たり、本市の許可を得て、元離宮二条城事務所が所有す

る備品を使用することができる。ただし、設営及び撤収等は、受託者が責任を持っ

て行い、故意又は過失により備品を破損等した場合は、受託者が実費弁償すること。 

（11）電気工事、会場設営、会場誘導等の業務については、元離宮二条城において、過

去に同種の事業実績を有する業者に依頼し、また、施工の１箇月前までに配線図、

設営図面、搬出入計画を、施工の２週間前までに車両入城計画、スタッフ配置図等

を本市に提出し、承認を得ること。 

（12）事業実施に係る法令（火災予防条例、食品衛生法等）に関する書類作成に係る一

切のことは受託者が行い、その写しを提出すること（文化財保護法に関する書類を

除く）。 

（13）演出に係る音量等に配慮すること。 

（14）事業終了後、速やかに事業報告書等を作成し、本市に提出すること。 

（15）各業務の詳細や本仕様書に記載のない事項、又は本仕様書の内容に疑義が生じた

ときは、必ず本市と事前協議のうえ、本市の決定に従うこと。 

（16）城内の一部エリアについて、実施を予定している催事や工事があるため、実施日



 

時及び場所については別途協議のうえ決定する。 

※実施不可期間は下表のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

（17）城内の使用可能場所については、夜間事業の提案を優先することとし、別途協議

のうえ決定する。 

場 所 期 間 

台所 全期間 

御清所 全期間 

香雲亭 10 月 31 日～11 月 8 日、11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 29 日、12 月 6 日 

城内全域 12 月 6 日 


